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（  印 章 省 略  ） 

 

東京都福祉サービス第三者評価における障害児通所支援等の 

評価の実施について（通知） 

 

 障害児通所支援等の評価の実施について、下記のとおり定めましたので、通知します。 

なお、本通知は、平成２７年４月１日から適用し、平成２６年３月１４日付２５財情報第１５１６

号通知は平成２７年３月３１日をもって廃止します。 

 

記 

 

１ 評価対象福祉サービス 

本通知における障害児通所支援等サービスは、別表１のとおりとする。 

  障害児通所支援等においては、利用者実態に応じて、「主たる利用者が重症心身障害児または肢体

不自由児」か、それ以外かでサービス種別を定める。 

 

２ 主たる利用者が重症心身障害児（者）の事業所の評価 

平成２４年４月１日より、重症心身障害児（者）通園事業に在籍していた１８歳以上の利用者は、

障害者総合支援法に基づくサービスである生活介護に移行することとなったが、重症心身障害児（者）

には、児・者一貫した支援を確保する方針であることから、評価制度上も、主たる利用者が重症心身

障害児（者）の事業所については、生活介護（主たる利用者が重症心身障害者）事業所と一体的評価

を行う。 

 

３ 共通評価項目 

障害児通所支援等の評価で使用する共通評価項目は、利用者調査及び事業評価について年度ごとに

別に定める。 

 

（１）障害児多機能型事業所及び障害児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不

自由児）について 

当該事業所が実施しているすべての障害児通所支援サービス等の共通評価項目を用いて評価を

行うこと。 

 

（２）一体的評価を行う事業所について 

利用者調査は、当該事業所が実施しているすべての障害児通所支援サービス等の共通評価項目を

用いて行うこと。 

 



４ 評価実施における評価対象サービスの新設及び終了時の考え方について 

障害児多機能型事業所、障害児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由

児）及び一体的評価を行う事業所の評価を実施する場合、原則として、評価対象となるサービスの新

設の有無について確認し、当該年度における事業所の実施サービスが確定した後に評価の契約を行う

こと。 

ただし、契約締結後、フィードバックまでに緊急の事情により実施が終了したサービスがある場合

は、フィードバック時点の提供サービスを評価対象サービスとする。 

 

５ 主たる利用者の判断と一体的評価について 

 障害児通所支援等における「主たる利用者の判断」や「一体的評価を行う事業所の判断」について

は、機構が東京都から提供された情報に基づき、事業所一覧を各評価機関に通知すると共に「とうきょ

う福祉ナビゲーション」第三者評価ページ内の「評価機関掲示板」に掲載する。事業所一覧に従い、

評価を実施すること。 

 

６ その他 

  障害児通所支援等の評価において疑義が生じた場合は、すみやかに東京都福祉サービス評価推進機

構に問い合わせること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表1

生活介護（主たる利用者が重症心身障害者）注１

児童発達支援センター

児童発達支援センター（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

医療型児童発達支援センター（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

児童発達支援事業

児童発達支援事業（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）

障害児多機能型事業所　注２

障害児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）注３

合計１０サービス

障害児通所支援等
サービス

対象サービス数

サービス種別

  

注１ 生活介護（主たる利用者が重症心身障害者） 

生活介護事業所のうち、平成２３年４月１日の時点で１８歳以上利用者のみが在籍していた重症

心身障害児（者）通園事業であり、平成２４年の児童福祉法改正により生活介護に移行した事業所

を「生活介護（主たる利用者が重症心身障害者）」という。 
 
注２ 障害児多機能型事業所 

児童発達支援センター、児童発達支援事業、放課後等デイサービスの３サービスのうち、複数の

サービスを実施している事業所を「障害児多機能型事業所」という。 
 
注３ 障害児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児） 

児童発達支援センター（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）、医療型児童発達

支援センター（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）、児童発達支援事業（主たる

利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）、放課後等デイサービス（主たる利用者が重症心身

障害児または肢体不自由児）の４サービスのうち、複数のサービスを実施している事業所を「障害

児多機能型事業所（主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児）」という。 


